
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  割引券、優待券の取扱い 

Ｑ：当社は飲食店を経営しています。割引

券を配布して売上を伸ばそうと思いますが、

この割引券は税務上、どのように取り扱われ

るのですか？ 

 

Ａ：不特定多数の者に配布されるものは広

告宣伝費等に該当し、株主や取引先など特定

の者に配布されるものは交際費等に該当しま

す。 

【解説】 

法人税では、不特定多数の者を対象に宣伝

的効果を意図して支出する費用は、交際費に

該当せず、広告宣伝費として取り扱うことと

されています。 

したがって、街頭で配布する割引券や優待

券は、広告宣伝費等として処理することがで

きますが、この場合の費用には、割引券等の

製作費用だけでなく、実際に割引をした金額

も費用として損金に算入することが認められ

ます。 

これに対して、株主や取引先など特定の者

に対して割引券等を配布する場合の費用は、

広告宣伝費ではなく、交際費等として取り扱

われますが、この場合の交際費等の額は、割

引券等の額面金額ではなく、割引券等を製作

する費用と割引券の額面に対応する原価相当

額がこれに該当することになります。 

このように、割引券等はその配布する相手

先によって税務の取扱いが違ってきますので、

きちんと区別できるようにしておく必要があ

ります。 
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